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1、米国意匠の価値 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米国訴訟の争点  

- アップルVSサムスン訴訟は、全世界に広げられ、 

日本ではFRAND特許などが争点になった。 

 

- 米国では、特許2件、意匠3件の侵害が認められた。 

意匠権に対する損害賠償は約5億3,330ドル 、 

特許権に対しては約530万ドル と算定された 

 

むしろ意匠権が主戦場  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背景：米国訴訟では、損害賠償の額も陪審員が評決するが、技術に

比べデザインの方が陪審員にとって理解しやすい。

→米国では、優れた意匠権は巨額な賠償をもたらす。
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アップルVSサムスン訴訟で、陪審員が 意匠権（左）、特許権（右） の侵害賠償額を書き入れた表



2、親の一部分を継続出願する 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アップルVSサムスン訴訟で侵害が認められた3件の意匠権

のうち2件は、継続出願による権利化 した部分意匠
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親出願（D558,756）
→前面と背面をクレーム

継続出願（ D593,087）
→前面のみをクレーム
→権利行使成功
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親出願（D558,758）
→前面と背面をクレーム

継続出願
（D581,922）
→周囲の金属枠をクレーム

再度の継続出願
（D618,677）
→前面のガラスパネルをク
レーム
→権利行使成功



米国意匠の継続出願のご提案

継続出願を活用することで以下の効果が得られます

● 実体審査の基準日を親出願の出願日に維持できます
● 親出願とは異なる範囲を権利化できます
● 特に、親出願が全体意匠や複数の実施形態を含む出願の場

合、部分意匠や単独の実施形態を別々で権利化することができ
ます

これらの効果を活かし、自社の事業展開、競合他社の動向に合わ
せて権利内容を調整することで、意匠権の価値を最大化する こと
ができます。
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対比：日本では原則、  
全体意匠➡部分意匠を分割できない

日本では、もとの出願に二以上の意匠が包含されている場

合に限り、分割出願ができる（10条の2第1項）

➡一意匠と認められる全体意匠を、部分意匠に分割す

ることはできない

（意匠審査基準第VIII部第1章3）
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ダブルパテントの回避
サムソンは、意匠「D593,087」との２重特許（ダブルパテン
ト）を理由に「D618,677」の無効を主張。

無効とされた場合、損害賠償額が大幅に減少する可能性

アップルは、Terminal Disclaimerを提出し、過去の権利と重
複する部分の存続期間を自発的に放棄することで、意匠全
体が無効とされることを回避しました。

→親出願と継続出願の間、または複数の実施形態の間に
おいて、自明な程度の差異しかない場合には、 Terminal 
Disclaimer制度を活用することで、拒絶や無効を回避する
ことが可能です。
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